
高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関す

る条例（令和５年３月高取町条例第２号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 高取町地域交流スペースいくせい（以下「地域交流スペース」という。）

の開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、町長が必要と認め

るときは、開館時間を変更することができる。 

(休館日) 

第３条 地域交流スペースの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要

と認めるときは、これを変更することができる。 

（１）１２月２９日から翌年の１月３日まで 

（使用許可申請） 

第４条 条例第６条の規定により地域交流スペースを使用しようとする者(以

下「申請者」という。)は、高取町地域交流スペースいくせい使用許可申請書

(様式第１号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。 

（使用許可） 

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、高取町地域交流スペースいくせい使用許可書(様式第２号

以下「使用許可書」という。) を交付する。 

（変更申請） 

第６条 地域交流スペースの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。) が、

使用許可を受けた事項の変更をしようとするときは、高取町地域交流スペー

スいくせい使用許可変更申請書(様式第３号) に使用許可書を添えて、使用す

る前日までに町長に提出しなければならない。 

（変更許可） 

第７条 町長は、使用許可に係る事項の変更を承認したときは使用許可書に必

要な修正を加えるとともに高取町地域交流スペースいくせい使用変更許可書

（様式第４号)により使用者に通知するものとする。 

（遵守事項） 

第８条 地域交流スペースを使用する者は、次の事項を遵守しなければならな

い。 

（１）地域交流スペースの使用後は、使用の終了を係員に届け出ること。 

（２）施設又は設備を損傷したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指 

示に従うこと。 

（３）使用許可条件及び係員の指示に従うこと。 

（その他) 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r334RG00001089.html?id=j7
https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r334RG00001106.html#e000000191
https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r334RG00001106.html#e000000225


様式第１号（第４条関係） 

 

年   月   日 

 

 高取町長 様 

 

申請者 住所 

    

                   氏名              

 

                   電話 

 

 

高取町地域交流スペースいくせい使用許可申請書 

 

 高取町地域交流スペースいくせいを使用したいので、高取町地域交流スペー

スいくせいの設置及び管理に関する条例施行規則第４条の規定により次のとお

り申請します。 

 

使用施設 会議室①   ・   会議室② 

使用目的 

（内容） 
 

使用期間 
年   月   日（  ）   時から    

年   月   日（  ）   時まで 

使用料  

使用人数                人 

使用責任者 

住 所： 

 

氏 名：             

 

電 話： 

※申請者が団体の場合は、申請者欄にその所在地及び名称並びに代表者の氏名 

を記入してください。  



様式第２号（第５条関係） 

 

年   月   日 

 

            様 

 

高取町長           

 

 

高取町地域交流スペースいくせい使用許可書 

 

 

    年   月   日付けで申請のあった高取町地域交流スペースいく

せいの使用許可申請については、次のとおり許可することに決定したので、高取

町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例施行規則第５条の規

定により通知します。 

使用施設 会議室①   ・   会議室② 

使用目的 

（内容） 
 

使用期間 
年   月   日（  ）   時から    

年   月   日（  ）   時まで 

使用料  

使用責任者 

住所： 

 

氏名： 

 

電話： 

使用許可条件  



様式第３号（第６条関係） 

 

年   月   日 

 

 高取町長 様 

 

申請者 住所 

    

                   氏名              

 

                   電話 

 

 

高取町地域交流スペースいくせい使用許可変更申請書 

 

 高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例施行規則第６

条の規定により、次のとおり使用許可の変更を申請します。 

 

 変更前 変更後 

使用施設   

使用目的 

（内容）   

使 用 期 間 

年  月  日（ ） 

      時から 

年  月  日（ ） 

時まで 

年  月  日（ ） 

      時から 

年  月  日（ ） 

時まで 

使用料   

変 更 理 由  

 

※使用許可変更申請には、当該許可書を添付してください。 



様式第４号（第７条関係） 

 

年   月   日 

 

            様 

 

高取町長           

 

 

高取町地域交流スペースいくせい使用変更許可書 

 

    年   月   日付けで申請のあった高取町地域交流スペースいく

せいの使用許可変更申請については、次のとおり許可することに決定したので、

高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例施行規則第７条

の規定により通知します。 

 

使用施設 会議室①   ・   会議室② 

使用目的 

（内容） 
 

使用期間 
年   月   日（  ）   時から    

年   月   日（  ）   時まで 

使用料  

使用責任者 

住所： 

 

氏名： 

 

電話： 

使用許可条件  



 


